[bookmark: _Hlk210221854]退 職 時 の 社 会 保 険 料 に つ い て の ご 案 内
○○○○　様
株式会社　○○○○
○○課　○○○○

○○様の退職に伴い、社会保険の取得月と喪失月が同一の場合の社会保険料（健康保険料・厚生年金保険料）の取扱いについて、下記のとおりご案内いたします。

記
1. 同月得喪における社会保険料について
社会保険料は通常、資格を取得した月から喪失した日（退職日の翌日）の属する月の前月まで納付します。ただし、資格を取得した月と同じ月に資格を喪失した場合（同月得喪）にかぎり、その月の保険料が「１か月分」発生し、納付する義務があります。
・保険料は日割り計算にはならず、１日でも在籍（資格取得）していれば、１か月分の保険料が徴
収されます。
・例：10月10日に入社し、10月25日に退職した場合、10月分の保険料が１か月分必要です。

2. 納付いただく保険料
在籍月（○○月分）の社会保険料として、下記金額の納付が必要となります。
健康保険料（40歳～64歳の方は介護保険料含む）：○○○○○円（被保険者負担分）
厚生年金保険料：○○○○○円（被保険者負担分）
【負担合計額】：○○○○○円

3. 保険料のお支払い方法
上記合計額につきましては、○○月○○日支給の最終給与より控除させていただきます。
※万が一、最終給与の支給額から負担合計額を控除しきれない場合は、差額分を別途お振込みいただく必要があります。そのときは、改めて担当者よりご連絡します。

4. 厚生年金保険料の還付について
退職した月（○○月）中に、国民年金（第１号被保険者）に加入された場合、または別の会社で厚生年金保険に加入された場合は、後日、日本年金機構において保険料の重複が確認され、今回お支払いいただく○○月分の厚生年金保険料が還付されることがあります。
この場合、日本年金機構から当社に対して、○○様のご負担分を含む保険料の還付が行われます。当社にて日本年金機構からの還付が確認でき次第、○○様にご連絡のうえ、お預かりした厚生年金保険料（○○○○○円）を返金するお手続きを進めさせていただきます。
※健康保険料については、この仕組みはなく、還付の対象とはなりません。
以上
ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。
○○課 担当○○○○（内線：○○○○）
電話番号：（　　　　）　　　－　　　　／　メール：（○○○○＠○○○○.co.jp）
